
 

 

 

 

育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を３つ以上導

入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った場合等の助成

です。

 

 

 

  

 

  ３つ導入 し、対象労働者が制度を利用した場合  万円 

 ４つ  導入   万円 

 

※  

  

  
 

 １事業主５人  
 

  

② 法で求める内容を上回る有給の子の看護等休暇制度   の整備 （※※）  

  

 
 

 
 

③  

利用できるものとした場合 

④ サイト上で公開した場合 

 

２  

 

令和７年 10 月から

万円加算 

柔軟な働き方選択制度等支援コースが新しくなります 

 

以上 

万円 

２０ 

※ 

※ 


